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経 済 産 業 省

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を

改正する政令」等について

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する

政令」等の３政令が、本日、閣議決定されました。

本３政令は、本年の通常国会で成立した「化学物質の審査及び製造等の規

制に関する法律の一部を改正する法律」（以下「改正法」という。）を受けて、

第一種特定化学物質及び輸入禁止製品の追加等の措置を講じるためのもので

す。

１．改正法について

環境サミットにおいて、平成３２年（２０２０年）までにすべての化学物質

により人の健康及び環境への影響を最小化する旨の国際合意がなされるなど、

化学物質管理の強化が国際的に求められている。

こうした状況を踏まえ、本年の通常国会で「化学物質の審査及び製造等の規

制にする法律」を改正し、すべての化学物質について、製造又は輸入数量等の

届出を新たに義務づけ、国が安全性評価を実施することとした。

２．政令の概要について

（１）化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の

施行期日を定める政令

本年５月に公布された改正法の施行期日を平成２２年４月１日及び平

成２３年４月１日とする。

（２）化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する

政令

本年５月に化学物質管理の国際条約（ストックホルム条約）の締約国

会合において新たに規制対象となった化学物質について、「第一種特定

化学物質」として指定し、製造の許可・使用の届出等に係る措置を講じ

る。

（３）化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令等の一部を改正す

る政令

改正法により設けられることとなった「一般化学物質」及び「優先評

価化学物質」について、製造又は輸入をする際に届出が必要となる数量



を１トンと定める等の措置を講じる。

３．今後の予定

公 布 平成２１年１０月３０日

施 行 平成２２年 ４月 １日（２．（２））

※ 一部、同年５月１日、１０月１日に施行。

平成２３年 ４月 １日（２．（３））
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